
　（様式３） 事業所名：   まいらいふ燕

目標達成計画 作成日：　　　令和元年　　　９月　　　７日

優先
順位

項目
番号

現状における問題点、課題 目標 目標達成に向けた具体的な取り組み内容
目標達成に
要する期間

1 1‐（１）

法人の介護理念に基づき日々の業務を行って
いるが、さらなるサービスの向上のために、ホー
ム独自の介護理念の作成と年間目標の設定に
よりケアの統一を図っていくべき時期を迎えてい
る。

法人の介護理念をベースにして職員の総意
に基づいたホーム独自の介護理念を作成
し、職場に浸透させる。併せてサービスの向
上につながる年間目標を設定し、職員一丸
となって達成に取り組む。

直近のフロア会議にて今一度法人の介護理念
を確認し方向性を示した上で、当ホームの事業
所レベルの介護理念と年間目標について皆で
検討し、決定する。また、年度末に再検討を行
い新年度に向けて新しい年間目標をきめる。

７ヶ月

2 ６－（５）

現在、転倒防止のためにセンサーマットを使用
されている利用者がいる。自由な行動の安全性
を確保するために設置しており、決して行動を
制限するものではないが、その必要性について
定期的に検討する必要がある。

安全性と行動の自由に十分に配慮し、セン
サーマット使用の必要性についての定期的
な検討の場を設け、必要性が薄れているに
も関わらず惰性で設置し続けることのないよう
にする。

定期的に開催する『身体的拘束等適正化委員
会』にて、適正使用状況と設置の必要性につい
ての検討を行う。 ３ヶ月

3
１０－
（８）

利用者の体調面の理由（体調が優れず、長時
間の参加が難しい等）により、運営推進会議に
利用者が出席する回数が少なかった。

たとえ開始から終了までの参加でなくとも、利
用者の代表が運営推進会議に出席し、ホー
ムを利用する当事者としてサービスの向上に
資する意見を言える環境を整備する。

会議冒頭で利用者代表の途中退席の可能性に
ついて断りを入れ、短い時間でも無理なく参加
していただく。また、参加が困難な場合は、事前
に資料等を一緒に読み、意見を聞いておくなど
して対応する。

１ヶ月

4
７－（５
－２）

『身体的拘束等適正化委員会』にて、各職員か
ら日々利用者と関わる中で、不適切なと思われ
るケア（言葉遣いなどの接遇面も含む）がなされ
ていないか確認をしているが、さらなる適切なケ
アを実現するために研修を通じた学びの機会を
増やす必要がある。

定期的な研修を通じて職員全員が虐待の防
止や身体拘束廃止についての理解を深め、
不適切な対応をなくしていき、これまで以上
に利用者が安心して快適に過ごせるようにす
る。

年間の研修計画で虐待防止や身体拘束廃止
に関する研修の実施回数増やす。また、日々の
関わりでも適正な対応について意識し、職員同
士が感じた事を話し合う機会を設ける。 ４ヶ月

5
３３－
（１２）

法人が作成した重度化対応（終末期対応含む）
の指針はあるものの、ホームに設置していな
かった。また、いずれ迎える重度化した場合の
対応についての内部での勉強会を行いたい。

職員一人ひとりが重度化した場合や終末期
の対応についての理解を深め、また、必要と
される知識や技術を習得し、当ホームでの暮
らしの継続を本人や家族が望んだ場合に適
切に対応できるようにする。

重度化対応の指針を速やかに設置するとともに
内部で研修会を行う。また、法人内部外部の開
催を問わず、重度化対応や終末期ケアの関す
る研修会には積極的に参加し、伝達講習を徹
底する。

７ヶ月

【目標達成計画】　



6
３５－
（１３）

現在、当ホームでのイベント開催やボランティア
受け入れ等で、徐々に地域との交流は進展して
いるが、この関係を災害時に協力を仰げる関係
に発展させたい。

日常的に地域の方と交流することで当ホーム
との関係を強固にし、それをベースに災害時
の支援体制を構築する。

引き続きホームのイベント開催やボランティアの
受け入れ等の機会を活用し、地域との関わりを
深めていくことに加え、避難訓練にも参加を呼
び掛けていく。また、運営推進会議でもこのテー
マについて話し合う。

１２ヶ月

7
34-
（１２－
２）

急変時の対応や応急手当てについては、介護
の専門職として職員一人ひとりがしっかりと身に
着ける必要があり、研修会等の学びの機会をこ
れまで以上に設けたい。

利用者が安心・安全な生活を送れるよう、職
員一人ひとりが急変時の対応や応急手当て
についての知識や技術を身に付ける。

消防署にも協力してもらい応急手当（心肺蘇生
法等）の研修を実施する。急変時対応について
は、マニュアルの内容を練り直したうえで勉強会
を行う。

８ヶ月


